
【背景】 ○水濁法では、①規制項目の設定、②特定施設の設定 を行うことにより、排水規制を主とした水質
汚濁防止の措置を行ってきた。

○化学物質等の種類の増加や新たに特定施設とすべき施設について、適宜、規制項目や特定施設の
追加を行うことにより対処している。

【課題】 ○排水規制項目の追加による対応では、個別の特定事業場ごとに排水管理を行うことが必要である。
○毒性情報について未知の化学物質が多く、環境基準となっていない物質についても、生態系への影
響など水環境中での問題を生じているおそれがある。

○水質事故などの顕在化している水環境の問題について、その原因が不明のケースが多く、何らかの
対応手段を検討する必要がある。

現行の一律排水基準を補完

カドミウム
0.1mg/L

鉛
0.1mg/L

BOD
160mg/L

生物応答を用いた排水管理

化学物質の複合影響・未規制物質によ
る水質問題への迅速な対応が難しい

毒性の有無を
総体的に評価する

ことで、排水中の
化学物質の生物影響を確認する
ことが可能

多様な化学物質を
総体的に評価

従来の一律排水規制

多種多様な
化学物質

遊泳率・生存率高

遊泳率・生存率低

毒性 高

毒性 低

魚類等を対象水中に曝露

生物試験を用いた毒性評価
（バイオアッセイ）の例

・監視の継続

・毒性の削減

制度の位置付けの例
制度検討 技術検討

制度及び技術に関する検討

【今後の検討】
○物質を特定しない段階での水環境への影響を把握・評価し、必要な対策を講ずる手法として、例えば生物応答（バイ
オアッセイ）を利用した排水管理手法（Whole Effluent Toxicity：ＷＥＴ手法）などの方策も研究する。

○ＰＲＴＲ情報が整備されつつあり、このような情報の積極的な活用を図っていく。

（３）新たな排水管理手法の検討



【背景】

■健康項目（２７項目）

有害物質の種類 許容限度

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.1mg/l

ｼｱﾝ化合物 1mg/l

有機燐化合物 1mg/l

鉛及びその化合物 0.1mg/l

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5mg/l

・・・

■生活環境項目（１５項目）

項 目 許容限度

水素イオン濃度（pH） 海域以外 5.8～8.6
海域 5.0～9.0

生物化学的酸素要求量
（BOD）

160mg/l
（日間平均 120mg/l）

化学的酸素要求量
（COD）

160mg/l
（日間平均 120mg/l）

浮遊物質量（SS） 200mg/l
（日間平均 150mg/l）

・・・

【今後の検討】

未規制項目について、環境基準の設定状況等を踏ま
え規制項目への追加検討を行うとともに、排水規制等
の在り方について検討を行う。

暫定排水基準設定業種について、一律排水基準への
移行を促進するとともに、排水規制の在り方について
検討を行う。

一律排水基準を直ちに適用することが技術的に困難な業種について、

暫定的な基準値が設定されている。

環境基準の設定状況等を踏まえ、排水基準への規制
項目及び排水基準値を検討。

定期的な見直しにより、技術開発等を促進し、一律排
水基準への移行や暫定排水基準の強化等を実施。

■暫定排水基準の適用

項 目 業種数 期限

ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等 15業種 H25.6.30

亜鉛 10業種 H23.12.10

窒素、燐
（全国88ヶ所の閉鎖性海域及びこれに流入する河川等の公共用水域）

6業種 H25.9.30

＜暫定排水基準の設定状況＞

水質汚濁防止のための効果的な排水規制、排水管理方策の検討

○水濁法では、汚水を排出する施設（特定施設）を設置する
工場・事業場（特定事業場）から公共用水域へ排出される
排出水に対して排水基準を設定している。

○排水基準は、生活環境項目及び健康項目のそれぞれごと
に一定の濃度で規定し、特定事業場から排出される水に
対して規制を実施している。 環境基準

特定施設

特定事業場

排水基準
（暫定排水基準）

（４）排水規制等の在り方に関する検討

希釈



（５）未規制の小規模事業場等からの負荷の対応

○水濁法において、ＢＯＤ 、 ＣＯＤ等の排水規
制は、５０m 3 /日以上の特定事業者（条例によ
る裾下げあり）
○排水規制の適用外となっている事業場につ
いては、排水管理の法的な位置づけがない

○未規制の小規模事業場等の排出実態等の把握

○未規制の小規模事業場等の汚濁負荷削減対策の検討

○生活排水対策重点地域の検討

○小規模事業者等の意識向上策の検討

○技術的助言体制の検討

○排水処理の促進方策の検討

現
状

今
後
の
取
組

未規制の小規模事業場からの排水状況

排水基準の適用を
受ける特定事業場

生活系

自然系

特定施設を持た
ない未規制事業場

規模要件未満の
未規制事業場

未規制の小規模事業場等に係る
A川におけるBOD負荷量発生割合



（６）面源負荷への対応

現
状

課
題

○面源負荷の割合の増加
下水道・浄化槽等の整備で対応している家庭系・産業系の点源負荷に対して、面源負荷が相
対的に増加しており、面源負荷対策が必要

○面源負荷対策の現状： 湖沼法の流出水対策地区
濁水の流出防止、施肥の効率化等を図る環境保全型農業の実施、雨水浸透施設の設置、歩
道や側溝等の清掃、啓発活動の実施

○有効な面源対策が未確立
○森林等の自然系の面源負荷への対応
○地域住民の協力が必要

○土地利用毎の汚濁物質(COD､N､P)収支の検討
・汚濁負荷量調査
・土地利用毎の汚濁物質収支の検討

○効果的な面源負荷対策の検討
・負荷の尐ない土地利用を含めた面源負荷対策の検討
・地方公共団体職員OB等の専門的人材を活用した意識啓発等を含めた地域住民との
協働の在り方の検討

今
後
の
取
組



○水とふれあう人数と機会の増進

取

組

水
環
境
保
全
取
組
の
推
進

＜現状＞
・水質悪化と良好な自然環境の喪失
・水辺の親水性の喪失
・水辺の危険性の認識の普及
・産業構造、生活習慣の変化

水環境とのふれあ
いの機会の減少

＜問題意識＞
・水とのふれあいの機会が減り、水環境に対

する国民等の関心が希薄になっている。
・水とのふれあいの機会を増やし、水環境保

全に係る意識啓発、行動・実践へつなげて
いく必要がある。

○水環境への関心の高まりと水環境
保全活動等への参加推進及び取組内
容の高度化

○国、自治体、民間団体等による人が水とふ
れあう取組の推進

○水とふれあう行楽・観光等の推進

○水とのふれあいに係る情報の提供

○水環境保全活動に資する新たなツールの提供・普及

○水環境保全活動の指導者の育成・表彰制度の充実

○水環境保全活動等に係る情報の提供

促
進

促
進

（７）人と水とのふれあいの推進

・水とふれあうきっかけ
の喪失

・継続的に水とふれあう
動機付けの喪失



水圏生態系の保全

• 「場の視点」から見た生物生息域
の確保の取組

– 干潟・湿地等の保全

• 「流れの視点」から見た生物生息
史の解明と保全

（環境基本計画（第３次）より）

→ 水質の保全・改善を通じた取組
に止まっている

生物多様性の確保

• 生物多様性国家戦略2010における目標
– ○中長期目標（2050年） 生物多様性の状態を現状
以上に豊かなものとする

– ○短期目標（2020年） 生物多様性の損失を止める
ために、2020年までに、

 生物多様性の状況の分析・把握、保全活動の拡大、維持・
回復

 生物多様性を減尐させない方法の構築、持続可能な利用

 生物多様性の社会における主流化、新たな活動の実践

• レッドリスト掲載種の増加
• 水生生物について、生息環境の悪化（生息域が限
定的、汽水域などの減尐）、外来種の影響等によ
り絶滅危惧種が増加

• 水生生物に関する生物多様性の確保

 水生生物に関する生物多様性の状況の分析・把
握

 生物多様性保全活動への支援

 生物多様性に関する環境影響評価手法の検討

• 水生生物保全環境基準の策定

 新たな項目の追加に関する検討

 水域や生物の特性に応じた基準の適用
（類型指定、汽水域の取扱等）

• 生物生息域の確保手法の検討

 総合的な水環境管理手法の検討を通して
現状の評価・対策の可能性

こ
れ
ま
で
の
目
標
と
課
題

今
後
の
取
組

（８）水圏生態系の保全と生物多様性の確保



（９）事業者の不適正事案への対応

地域社会でのオープンな公害防止管理の促進と環境
負荷の低減

水質汚濁に係る
不適正事案の発生！

今後の在り方事 案

【不適正事案例①】
・測定データの改ざん
- 自社において分析し

た水質データを排水基
準値以下に書換え
- 立入検査・採水時に

排出口前の地点で排
出水を河川水で希釈

【不適正事案例②】
・排水処理の不備
- 処理されるべき廃水

をバイパス排出口等か
ら無処理で排出
- 排水処理施設の処理
能力が規格以下

事業者及び地方自治体における公害防止管理体制の
高度化

事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進

基準超過時や事故時における地方自治体の機動的な
対応の確保

問題点

公共用水域等に
対する環境負荷、
人の健康や生
物へのリスクの
増大

ここ数年、一部の事業者において、排水基準の超過及び測定データの改ざん等の法令違反事案が相次いで明らか
となり、公共用水域等に対する環境負荷、人の健康や生物へのリスクが増大。事業者のコンプライアンス（法令遵守）
の観点からも問題。

事業者のコンプ
ライアンス（法令
遵守）の観点か
らの問題

事業者による法令遵守の確実な実施

公害防止法令に基づく事務手続等の合理化



（10）水質事故への対応

【水質事故の増加】
・水濁法に基づく事故（水濁法の特定事業場等での
事故）届出件数は10年間で約２倍に増加
・全国一級河川における水質事故は10年間で約３
倍に増加
・水質汚濁に関する公害苦情（約9,000件）の３分の
１以上は「流出・漏洩」が原因 等

【水質事故原因の多様化】
・水濁法上の特定事業場等以外からの流
出・漏洩事故の発生
・水濁法上の有害物質以外の化学物質によ
る水質事故の発生

→ 住民からの通報等を契機とするため対応に遅れ
→ 汚染が拡散した後の原因究明は困難
→ 有効な再発防止措置が困難

【事故対応・原因究明の迅速化】＜緊急的な対応＞
～事故原因者からの届出の促進～

・水濁法対象事業者以外への届出義務者の拡大

・現行の有害物質、油以外の項目であっても、既に排水規制
対象となっている生活環境項目など、人の健康又は生活環
境の保全上の支障となる項目等については届出対象とする
よう拡大

現 状 今後の取組

0

500

1000

1500

H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19

図 全国一級河川における水質事故（件数）
出典：国土交通省「全国一級河川の水質現況」

事
故

応急措置
例）土嚢の設置など

都道府県等への
届出

浄水場

拡散防止、原
因物質・斃死
魚の回収など

都道府県等

関係機関
への連絡

河川管理者

【事故の発生抑制・事故の拡大防止】＜恒久的な対応＞
事故の発生を抑制する方策、事故の環境への影響を最小
限に抑えるための措置を検討

取
水
停
止



35%

4%

3%

2%
1%

1%

24%

15%

12%
3%

施設・設備の劣化・老朽化、破損等による

漏洩
廃液貯留設備、保管容器の亀裂等からの

漏洩
施設の構造上の欠陥による漏洩

施設更新時の漏洩

施設の故障等による漏洩

災害に伴う施設の破損等による漏洩

設備等の操作ミスや汚染物質の不適切な

取扱いによる漏洩
通常の作業工程（洗浄など）中の漏洩（滴

り落ちなど）
溶剤や廃液等の移し替え作業時の漏洩

溶剤等を使用する施設の不適正な管理

（フランジの締め付け不足等）による漏洩

○実態調査結果等を踏まえ、効果的な未然防止対策のあり方を検討・実施。また、新たな対策に対応するための技術的
な手法等を示した調査・対策指針を作成する。
○硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染の関連施策等を精査し、実効性のある対策を検討。
○自然由来の有害物質が地下水から検出される事例の検出状況や対応等の実態を把握し、対応を調査・対策指針へ
明確化。

現
状

今
後
の
取
組

○工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認。
○地下浸透規制の対象とされていない、有機溶剤等の貯蔵施設からの漏洩による地下水汚染の事例等も報告。

事
例

○意図的、非意図的にかかわらず有害物質を含む特定地下浸透水（※）の地下浸透禁止
（※特定地下浸透水：有害物質を製造、使用又は処理する特定施設（有害物質使用特定施設）に係る汚水等を含む水）

◆有害物質使用特定事業場数：14272事業場（平成20年度末現在）
○特定地下浸透水を意図的に地下に浸透させる者に対し、事前の届出義務（特定地下浸透水の浸透の方法等）、水質測
定義務。 ◆届出事業場数：9事業場（平成20年度末現在）

◎上記届出事業場（９事業場）が原因と推定される地下水汚染は確認されていない。

図２ 原因施設等の種別 図３ 漏洩の原因図１ 汚染原因行為等（汚染水
の地下浸透）の終了時期

対
策

実
態
調
査
結
果

（環境省調べ）

（11）地下水・土壌汚染対策
１）概要

40%

21%

39%

地下浸透規

制制度等が

導入された

平成元年度

以降

平成元年度

より前

不明

63%
33%

4%

水濁法の

規制対象

である特

定施設に

係るもの

特定施設

以外の施

設に係る

もの

施設以外

に係るも

の

施
設
・
設
備
に
係
る
も
の

作
業
等
に
係
る
も
の

54%
46%



（12）海岸も含めた海洋環境の保全

水環境行政＝国内対応

・河川、湖沼の保全
・閉鎖性海域の保全
・有害物質の規制 等

海洋環境保全＝地球環境問題
・廃棄物の海洋投棄原則禁止

・海洋の油及び有害液体物質による汚染
防止

・バラスト水による有害水生生物及び病原
体の移動防止
・海岸漂着物の処理推進
・漂流物、海底堆積物

河川、湖沼、閉鎖性海域等の公共用水域に関する各種施策

山、川、海へとつながる水の流れを通じ、水環境行政の下で、
一体的かつ総合的に施策を展開

海洋汚染の防止

水環境の保全

現 状

今 後

地球環境問題への国際協力

廃棄物の海洋投棄、油や有害液体物質による海洋汚染への対応

バラスト水の管理 バラスト水による有害水生生物及び病原体移動への適切な対応

海岸漂着物の処理推進 海岸漂着物処理推進法に基づく海岸漂着物の処理、発生の抑制等の推進

漂流物、海底堆積物 実態の把握や今後の対策の在り方について議論を深める必要

水
環
境
行
政

国際的枠組

・ロンドン議定書
・マルポール条約

・バラスト水管理
条約
・海岸漂着物 等



（13）気候変動への対応

水温上昇による影響の一部顕在化
・多摩川への熱帯魚の侵入
・琵琶湖の全循環不全、下層低酸素化、生物斃死
・東京湾の低酸素化、シャコの減尐 等

水温上昇・水量減尐による影響拡大の懸念
・アユ・ワカサギ等の内水面漁業への影響
・有機物量に対する溶存酸素消費量の関係の変化
・湖沼や内湾等における貧酸素水塊の発生

■水温上昇地点 詳細関連性分析
■湖沼循環等の特異現象分析
■水質が急激に変化する閾値等のレジーム分析
■生物影響評価（生息環境、魚類等分布域変化等）

公共用水域における水温上昇

15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

19.0 

1985 1990 1995 2000 2005

各水域の水温経年変化（５年移動平均）

多摩川

琵琶湖(北湖)

東京湾

℃【背

景
】

■既存情報分析
・全国の気温・水温・水質及び
生態系に関する既存調査結
果の収集・整理・把握
・長期トレンドデータ解析
・水温上昇地点の水温・
水質・生物等分析

■検討の手順計画決定
・水質予測モデル・評価方法
・生物影響評価方法
・モデル水域選定の考え方

全体計画策定

水温・水質の変化が生態系等に与える定性的な影響評価

水温上昇による公共用水域の
水質悪化等に対する
適応策の確立

■目標とすべき温度の目安の
設定
■水域毎のシミュレーションの
実施、課題となる水域の抽出

■一定の水温上昇を前提とした実行可
能な適応策の検討
［水質保全策例］
排水規制の在り方の検討

［水温上昇緩和策例］
温排水管理、下水・発電の廃熱利用

適応策の検討

■モデル水域の決定
・対象地点を河川・湖沼・海域の
それぞれで選定
■データセット整備
・既存データ整理及び現地調査
■影響予測・評価モデルの構築
・モデル水域におけるモデル構築・検証
■影響予測評価

水温・水質・水量等の定量的な影響予測評価

地球局における検討

「日本の気候変動とその影響」
(2009.10）［文・気・環］

・気候変動の現状と将来の予測に
関する体系的な情報

「気候変動の方向性について」
(2010年内とりまとめ予定）

・適応策に関する分野共通的な基本事項を示す
・科学的知見を踏まえた適応策の方向性を示す

個別各分野（食料、自然生態系、水資源、防災、健
康、都市生活、途上国など）について適応策検討

気候変動による公共用水域の水温等の状況変化及びそれに伴う水質、水生生物等への影響を解明し
必要な適応策を明らかにする


